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新 旧 

 

輸入統計品目表の解釈に関する通則 

 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。 

１～６ （省 略） 

備考 

１ （省 略） 

２ この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、関税定率法第４条か

ら第４条の９までの規定に準じて算出した価格とする。 

３、４ （省 略） 

 

 

輸入統計品目表の解釈に関する通則 

 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。 

１～６ （同 左） 

備考 

１ （同 左） 

２ この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、関税定率法第４条か

ら第４条の８までの規定に準じて算出した価格とする。 

３、４ （同 左） 

 

（下線部分は改正部分） 


